
平成 30年（2018年）12月 6日 

建 設 委 員 会 資 料  

都 市 基 盤 部 道 路 担 当  
（第９０号議案）                            

                           

中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例について 

 

 

１．趣旨 

中野二丁目土地区画整理事業及び中野二丁目地区第一種市街地再開発事業の整備

工事のため、中野南自転車駐車場の事業用地内での移設が必要である。このため「中

野区自転車駐車場条例」の改正を行う。 

 

２．内容 

（１）位置及び収容台数の変更 
①現行  自転車駐車場 中野区中野二丁目２４番  １，１２０台 

       バイク置場  中野区中野二丁目２０番     ６３台 
  ②移設後 自転車駐車場 中野区中野二丁目２３番    ５００台 
              中野区中野二丁目２７番    ２００台 
       バイク置場  中野区中野二丁目２０番     ６３台 
 
（２）利用時間の変更 

①現行  自転車駐車場 中野区中野二丁目２４番    ２４時間 
       バイク置場  中野区中野二丁目２０番    ２４時間 

②移設後 自転車駐車場 中野区中野二丁目２３番   
    午前５時から午後１１時 

              中野区中野二丁目２７番    ２４時間 
       バイク置場  中野区中野二丁目２０番    ２４時間 
 
３．自転車駐車場の適正利用及び自転車放置防止のための対策 

 区では自転車駐車場が適正に利用され、放置自転車が発生することのないよう、自

転車駐車場利用者に対して、利用要件の変更の周知、路上等への放置を行わないこと

の注意喚起を区報やホームページ、自転車駐車場での掲示、チラシ配布、看板設置等

により適正利用の周知・啓発を行う。 

 

４．実施時期 

  平成 31年 4月 1日 
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５．関係規定の整備 

  本改正条例の議決に伴う、中野南自転車駐車場の利用形態等に関する中野区自転

車駐車場条例施行規則の整備は、別途行う。 
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 中野南自転車駐車場バイク置場配置図 

現自転車駐車場 

新自転車駐車場 

現・新バイク置場 

土地区画整理事業区域 

新中野南自転車駐車場

及びバイク置場 

自 転 車 駐 車 場 
中野区中野二丁目２３番 
収 納 台 数 ： ５ ０ ０ 台 
利用時間：５時～２３時 

現中野南自転車駐車場 
及びバイク置場 

バ イ ク 置 場 
中 野 区 中 野 二 丁 目 ２ ０ 番 
収 納 台 数 ：  ６ ３ 台 
利 用 時 間 ： ２ ４ 時 間 

自 転 車 駐 車 場 
中野区中野二丁目２７番 
収 納 台 数 ： ２ ０ ０ 台 
利 用 時 間 ： ２ ４ 時 間 



中野区自転車駐車場条例新旧対照表 
改正案 現行 

第１条～第２２条 （略） 第１条～第２２条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

種類 名称 位置 
有料制駐車場 （略） （略） 

中野南自転車駐車

場 
中野区中野二丁目

２０番、２３番及

び２７番 
（略） （略） 

登録制駐車場 （略） （略） 
 

種類 名称 位置 
有料制駐車場 （略） （略） 

中野南自転車駐車

場 
中野区中野二丁目

２０番及び２４番 

（略） （略） 
登録制駐車場 （略） （略） 

 

別表第２ （略） 別表第２ （略） 

  

附 則  
 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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